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みち子のひとりごと

40年ぶりの卒業証書

演説会が開かれました

3月3日日本共産党演説会が開かれました。前
ひさし参議院予定候補の訴えの後、山下よしき参
議院議員が、憲法9条改定の問題、消費税10％増税の問
題や、野党共闘などについて、話しました。
8人の候補者からはそれぞれ、立候補の決意が語られ、私
松坂は、市議会でやってきた社会保障や防災など命とくらしに
かかわる仕事を、今度は県議会で行わせてください、と訴えま
した。会場いっぱいに参加してくださった皆さんありがとうござい
ます。たくさんの元気と勇気をいただきました。

県議選
3月29日告示
4月7日投票
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第10回年金裁判
（年金引下げ違憲訴訟）

３月１５日（金）
午前11時～

和歌山地方裁判所

9時30分より公園前で宣伝ア
ピール行動を行い、そのあと10
時頃から裁判所に移動します。

全日本年金者組合和歌山県本部・『年金引下
げ違憲訴訟』を支援する和歌山の会

人はみな年を取ります。それまでのように体が
自由に動かなったり、退職や配偶者の死によっ
て収入が減ることから親類や社会との関りが持
つことができなくなったりなど、人それぞれに、身
体的、経済的、社会的様々な問題を抱えるの
が高齢期です。「長生きできてよかった」と思って
もらえるように、高齢期の生活を支える制度に
市が責任を持つべきと考え、質問しました。
元気70パスにタクシー助成券を加えることにつ
いては「外出支援の手段として一つの選択肢で
あるが、限られた財源の中、より効果的な制度
となるよう、幅広く調査・研究している」との答弁
でした。
介護保険料は、制度開始当時から倍以上の
負担となっています。市は「介護予防事業を推
進することで、保険料の抑制を図る」としました。
確かに予防が進んで利用が減れば保険料の上
昇抑制につながりますが、利用を減らすことを追
求すれば、利用自体を抑制することにならない
とも限りません。保険制度のままでは限界があり
ます。制度そのもの抜本的改定を国に求めるよ
うにと質問しました。市は「保険制度自体の改
革を要望する考えはない」としました。
国は「住み慣れた地域で安心して暮らせるよ
うに」と地域包括ケアを進めています。しかし現
実には、医療については病床数を減らしているこ
と、介護については利用できるサービスが減らさ
れていることを考えれば、医療的ケアが必要な
人や要介護度の高い人が在宅生活を余儀なく
されることが考えられます。国は在宅・地域での
生活を支えるのは、訪問看護や介護に加えて、
自治会やNPOなどのボランティアとしていますが、
ボランティア任せにするのではなく、市が責任をもっ
て制度を作るべきだと質問しました。市は「『地
域で支え合える体制』とは、住民自身が、自分
たちの地域で何が必要か、何ができるかなどを
話し合う『互助』の意識に基づく体制」「行政の
支援が必要なものは支援している」としました。
最後に市長は「健康で生き生きと暮らすこと
は誰もが望む姿。（仮称）相談支援包括化
推進会議をもって地域づくりを進める。高齢者
一人一人が生きがいをもって、健やかに暮らせる
まちづくりをめざす」としました。

高齢期を支える制度について
松坂みち子の一般質問


